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第
一

緒
言
■
超
過
所
得
税
の
反
駒
論

第
二
難
灘
書
論
聴
橿
灘
撹
の
君
域
蠣
君
蕩
悪

趣
過
所
俘
課
税
の
視
度
一
超
過
所
得
の
起
貼
-
超
過
所
得
税
の
器

華

第
三

第

四

,超
過
所
得
税
の
逋
脱
井
長

暫
保
所
得
税
の
通
脇
こ

、の
鰻

…L
増
資
箕

制
限
.一

「-
第

霊
.

結

論

「

、
　
一
㌦
.

∴
.

、
.
痴

鱈
.

、

・
.
.、
.

記

僅

ζ
瀦

r
給

号
p
ヨ
.
　

鋼

総
∵
.

.

小

川
.

郷

太

、
郎
.

、

「.
.

目
.

、

「.
.解
散
後
の
櫨
聴
講
會
開
か
る
忌

に
當
て
、
.
.
政
府
は
、
、
豫
期
せ
ら
れ
て
居

っ
陀
如
く
の
所
鴛
椀
改
正
法
案
を
提
出

し

た
画
其
案
は
第
四
十
二
議
會
に
敢
て
謹
衆
議
院
が
修
正
レ
た
も
の
を
其
盤
取
ゲ
魯
只

一
二
経
過
的
規
定
を
改

め

慈

匿
過
.浅
紅
蒔
虜
が
此
案
に
封
ず
る
反
劃
運
動
は
,舞
づ
商
業
會
議
所
工
業
.倶
樂
部
其
他

の
.實
業
團
騰

に
起
う
ハ
憲

.

政
會
園
長
蕪

の
野
黛
."
趣
け
.」
貴
族
院
内
の
.團
髄
に
起
ヶ
噛
終
に
政
府
蕪
た
.る
政
友
會
め
鐸

業
議
員
め
.
・】
.團
に
迄

及

ん
だ
、
隔
形
勢
険
悪
ざ

い
は
ね
ば
な
ら
鳳
.価
.其
反
封
諦
め
中
に
は
種
々
様
々
、の
も

の
が
あ
.る
が
辱

配
當
金
賞
與
金

.

の
綜
合
課
税
に
反
封
す
ぢ
智
　の
慈
雨
留
保
所
得
税
超
過
所
得
税
等
め
法
.人
所
.得
稔
に
反
,禦

畜
.も
、の
ビ
が
2
甘
精核

時
事
.問
題

超
過
所
得
税
論
.

鋪
+
隔
巻

(第
二
號

八
九
)

二
三
九

『
.

.

.

、
.
.、

.

■二

【
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「

時
事
賜
題

超
過
所
得
粉
論

策
十
一巻

(第
二
號

九
〇
)

二
四
〇

心
恕
な
し
で
居
る
、
い配
當
金
賞
奥
金
の
綜
,合
課
椀
誓
に
留
保
所
得
税
に
就
.て
暗
、
.
.
余

は
「
所
得
税

の
敗
血
を
論
ず
」
.

妄

ふ
論
喪
ゆ
於
奇

な
り
詳

に
論
じ
慕

・
.超
鞍

視
塾

七
は
極
て
蟹

に
論
じ
た
遍

ぎ
穆
か
霧

、

仍
て
余
瞳
談
論
衣
の
補
足
`
し
て
葱
に
超
過
所
得
税
に
就
て
詳
論
し
て
見
や
ラ
`
思
ふ
。
思

ふ
仁
所
得
税
法
政
正

議
繕
購
醗
欝
醤難
馨
瀧
.難
鍵
誇
鷺
薩
羅
勲
効
.
.
胸脚

が
世
湛
公
に
な
畜
8,
ぎ
は
、
h駈
樽
税
政
.正
案

の
蓮
命

は
定
ま

つ
.た
後
ε
な
る
の
で
あ
る
、
…
.
大
嘗
十
菊

の
槻
な
き
に

鰭

購

輪

織

輿
論
の
冷
引
せ
ざ
る
に
先
て
眞
理
を
闡
明
す
、
は
無
益
の
業
で
な
か
3
う
ピ
信
ず
.
螂

熱
灘蕪

撫
鰹　顯
撒
鱗

灘
　　

灘

を
を
　

ら

者
を
堀
江
博
士
ε
す
る
、
博
士
曰
く
、

政
府
案
が
年
八
貧

上
盒

導

ろ
法
会

利
垂

に
所
得
税
藤

攣

る
椿

も
騎

職
時
二
三
の
再

検
て
行
臣

乞

利
益
母
宮
置

難

諜

一

獲

.
売
る
も
の
蟻

く
な
悪

、礁

既
匹
馨

羅

馬

諾

,
し
法
会

利
益
金
が
配
當
金
、、し
て
個
人
に
分
聾

、
れ
。
る
響

に
偶
合

手
先

に
於
て
他
の
解
得

ご
余
算
の
上
課
税
塗

る
方
法
な
採
用

し
な
が
ら
、
更
に
法
人
に
課
税
ず

う
に
明
に
重
複
課
税
の
.弊

を
暴
露
で

ろ
も

の
ε
認
め

㌦
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源

寿
學

、
.啓

法
人
の
利
参

泥

深

盆

吉

上
ろ
時
11
看

の
筆
.難

裏

塘

3

老

極

過
利
益
税
廉

墨

、滅
議

時

利
得
税
の
慶
止

に
俘

ふ
国
庫
攻

入
の
峡
隅
な
補
ふ
の
趣
意
な
ら
ん
か
、
必
中
し
も
八
分
以
上
な
超
過
す
.ろ
法
人

の
利
益
金
の
み
に
課
税
す
べ
き

に
あ

ら
↑
、
法
人
ご
宝
捜
ず
、
個
人

β
云
に
す
、
総
ズ
事
業
な
纒
警

ズ
万
考

の
利
益
金
が
或

ろ
標
準
時
期

の
利
益
金

に
比
較
し
て
超
過
し
た
る
額

に
課
税

ぜ
ざ
ろ
可
ら
ざ
る
の
道
珊
な
う
に
・
輩
に
八
分
な
超
過
す

る
法
人
㊨
利
益
金

の
み
に
課
麗
ぜ
ん
思
す

る
が
如
毒
、
要
す
る
に
坂
祝
の
急
に
耀
ら
れ
て

憤

書

傘

巖

み
藻

署

理
論
を

躍

ざ
協

庭

噛

で
鷹

あ

、咋
認
馨

る
患

嘆

聖

徳

蛋

辱

し
差

、
馨

箕

利

己
心
に
出
で
た
嘗

の
超
し
て
之
霞

く
嘉

得
、～
し
手

る
も
、
會
冠
事
業
の
緯
懸
に
何
等
の
關
係
薯

ぜ
ざ
ろ
者
の
反
封
に
ば
如
何
な
ろ
難

以
て
ζ
に
醐
特
ん
$
事
を
ヨ
至

ド
.
.・

・
.
.
.
.

r
.
∴
.ぺ
　.　
.
.
.
.
.
、

、
.
,
.
・
・衰
・、
.「

ε
勃
然
.め
内
.「
當
業
者
の
反
封
に
糊
し
{
は
某
利
己
心
仁
山

で
た
る

も
め

ξ
.し
て
之
を
斥
.け
」議
論
逸
す
あ
要
な
.い

か
も
知
れ

戯
が
、
「
肚
會
事
業

の
纒
瞥

に
何
等
め
瀾
.係
を
有
せ
ざ
る
」
博
士
が
反
謝

せ
.3
る
、
忙
.至
う

て
慮
余
威
獣

心
ズ
葛
む

べ
魯
で
な

い
、
究
や
超
過
所
得
視
を
以
て
「
負
捲

の
.公
李
を
顧
み
す
課
娩
の
理
論
を
も
.慮
ら
.寄
る
」
も
の

蓬
七
て
排
斥
せ
ら
る
鼠

に
於
て
は
、
.余
は
課
税
の
理
論

に
立
脚
も
て
博
士
穎
議
論
葱
上
下
せ
ね
ば
な
ら
兎
b
.博
士

の
論
難
は
こ
.つ
.ゐ
君
沖
第

}
眠
超
過
所
得
税
は
重
複
税
で
あ
る

ξ
.い
.ふ
の
で
あ
る
。
.第
二
は
超
過
所
得
は
資
本
起

劃
す
ぢ

}
定
歩
合
を
以
て
定
む
.べ
き
で
.な
遣

、
.一
定
時
期
の
利
益
金
が
標
準
職
親
の
利
益
金
に
超
過
す

み
差
額
を

以

て
定
む

べ
魯
で
あ
む
ε
い
ふ
の
で
あ
る
2
博
士
の
第

デ
の
論
黙
よ
.り
す
れ
ば
超
過
所
得
税
は
全
然
排
.帰
せ

伽
ぱ

な
ら
ぬ
.、
.然
る
起
第
二
の
論
難
よ
り
す
.る
.ぜ
八
分
.以
上

を
超
過
す
る
.法
人
の
.利
益
め
み
に
裸
視
す
み
の
.が
不
可
で

あ
み
.」
事

業
を
脛
螢
す
る
者
め
.利
益
金
が
載

る
標
準
時
期

の
利
益
金
に
比
し

て
超
過
す
.る
額
に
課
税
す

み
の
織
病

要
で
あ
る
ε
い
ふ
の
で
め
る
.
即
ち
超
過
所
蛋
硯
を
の
愚

の
を
排
斥
せ
ず
其
課
税
方
法
の
宜

き
を
得
な
い
身

褒

時
事
燗
題

超
過
所
得
税
論

錆
十

一
.瑠

岨
第
;
號

九

一
)

一"
四

一

、

「

、
.
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時
事
問
題

超
過
新
得
税
論

.

第
†

一
.巻

"
(第

二
號

九
二
)

二
四
一
「

撃
す

る
や
う
`
見
ゆ
る
、
旨
.
然
れ
ぜ
も
博
士

の
論
で
る
が
如
暮
方
注
を
探

ろ
も
伺
法
人
の
所
得
　に
就
て
い
へ
は
酷

賞

金
綜
合
課
税
を
細
細
佃
超
過
所
得
税
を
深
ま
る
の
で
あ
疹

か
ら
薪
重
複
視

ご
な

為
鐸
で
あ
み
、
櫨
壬

の
第

一
静
黙

ε
第
二
論
黙
ゼ
は
相
容
れ
取
　炉
も
の
ξ
謂
は
ね
ば
な
ら

源
の
.、爾
第

二
論
黙

に
閥
聯
七
て
超
過
所
得
税
鳳
法
人
の
み

・

な
ち
す
個
人
に
も
課
す

ぺ
.七
ε
の
意
見
な
る
が
如

」
で
雌
こ
も
身
主
要

の
爺
黙
で
な
.い
、
.余

は
今
法
人
の
超
過
所

得
税
を
論
じ

つ
へ
あ
る
が
故
に
姑

ぐ
.之
を
措
き
、
藪
に
は
主

巴
.し
て
、
第
等
超
過
暫

得
椀
な
二
.重
税
で
あ
.斎
か
否

か
」
.第

こ
超
過
所
得
税
は
資
本

熊
謝
す
る
.デ定

歩
合
を
超
過
す
る
所
得
税
に
課
す

べ
琶
で
な

い
か
を
論
究
し
て
堀
.

江
博
士
の
説
の
賞
盃
を
吟
味
し
て
見
や
う
∵
更

臆
進

て
質
業
塚
政
治
家
ま
噂
盛
に
唱

へ
ち
れ

つ
、、
.あ
る
説
即
ち
超
.

渦
所
得
税
が
會
魅

の
基
礎
を
危
ふ
心
延
て
財
界
を
瀞
威
す
協
.茸
ドい
ふ

説
な
も
調
べ
.ズ
見
紀
い
、
第
・一
・黙
に
就

て
は

超
過
所
得
裸
視
の
理
由

を
明
仁
せ
ね
ば
な
ち
臓
.
、第
二
黙
や
就
て
は
超
過
所
得
税
ξ
戦
時
利
得
税
ぜ
の
關
係
を
朋

じ
せ
ね
ば

な
ち
ぬ

濁
第

三
黙
℃
就
て
は
超
泄
所
得
課
税
の
程
度
以丹
に
↑超
過
所
得
税

の
通
脱
に
就
[て
論
究
せ
ね
ば
～嫁

ら
戯
。
そ
こ
で
余
は
以
下
項
を
分
ち
第

一
黙
、
第
二
黙
を
楼
超
過
所
得
税
の
本
質
の
項

の
中
で
論
及
し
、
第
三
黙

に
就
で
臨
魁
澁
所
得
税
⑳
経
度
#

"
其
櫨
脱
砂
両
頭
め
下

弓
於
て
研
究
匙
打
見
や
う

嫁
息
急
。
.㌦

㌦

第

二

ご
超

魁
所
得
税

の
本
.質

「

愚
過
所
徹
樵
瓦
は
法
人
の
超
過
所
得
に
課
す
る
税
で
み
る
、
.法
人
の
超
過
所
得
`
臓
、
搬
人
の
昏
事
業
年
度
の



・

、

所
得
が
同
年
度
の
資
本
金
額
に
蚤
し
年
百
分
の
八
a
割
合
を
以
て
算
出
し
た
る
金
額
を
超
避
し
た
る
ご
き
其
超
過

金
箏

指
し
て
い
あ

で
聖

、(整

案
。
選

是
霰

最

正
案
に
謂
ふ
蟹

頸
縄

凝

本
金
。
慧

入
朱
以

上
の
利
廻
芒
な
る
所
得

に
課
す
る
税
で
あ

や
ぜ
.謂
ふ

べ
き
で
あ

る
四
八
朱
9
利
廻
を
以
て
裸
視
の
眼
界
嬉
.七
セ
ρ

は
現
代
に
於
て
法
人
が
普
通
の
場
合
忙
於
て
普
通
に
得
.メ
き
所
得
即
毒
正
常
所
得

に
入
幕
に
止
ま
る
亡
.看
做
鵡
た

.

か
ち
で
あ
る
、
注
の
精
神
は
普
通
の
湯
谷
紅
於
て
普
通
得
・ぺ
ぎ
所
謂
邸
あ
正
常
所
得
を
超
過
す
る
も

の
に
課
せ
ん

雇
す
鴻
の
で
め
る
、
.、暴
れ
正
常
所
得

に
臠
し
て
超
渦
所
得
め
名
あ
る
所
以
で
あ
る
ρ
　

超
渦
所
得

遣
蘭
ふ
も
㍗
勿
論
法
人
所
得
以
孫
に
あ

る
も

の
で
な
遮
、
法
人
所
得
を
形
《
.つ
て
居

る
略

の
で
.ゐ
ゐ
9

所
が
法
人
所
得

の
「中
配
當
金
賞
與
金

に
鳳
す
る
為
め
は
渉
.個
人
所
得

起
綜
合
せ
ち

れ
て
課
税
せ
3
わ
?
其
肚
内
に
.

.

留
保
せ
ち
る

、
部
分
捻
留
保
所
得
税
ξ
し
て
課
税
せ
も
れ
る
♂
從
て
法
人
所
得
は

晶、慮
は
残
蚤
隈
寛
怠
税
せ
ち
れ

詮

璽

窒

で
身

、
、然
聴

更
遠

携

窺

を
課
す
・
の
で
あ
・
か
ら
、
二
麗

ε
い
ふ
考
、
起
て
来
る

の
で
あ
る
コ
堀
江
博
士
の
二
重
視
論
は
超
魁
所
得
税
ざ
配
當
金
賞
與
金
の
蝶
含
課
税
蓬
を
眼
や
に
七
て
居
る
や
う

.

で
あ
る
.消
熱
惹
に
超
渦
所
得
税
抵
資
添
金
超
勤
す
る
利
廻
入
朱
以
上
め
所
得
に
税
澄
る
も
の
で
あ
る
か
亀
.
痢
廻

.

.

入
朱
迄
の
所
得
に
茂
て
臓
二
重
税
の
非
難
の
起
噂
や
う
筈
が
零
墨

二
重
税
の
非
難
の
起
藷

痢
廻
入
朱
以
上
の

所
得

に
属
す

幡
部

扮
凄
φ

ち
鍔
成
程
利
廻

八
朱

以
上
の

所
得

に
就

て
い
入
ば
か

二
置
税

這
見

気
海

齢
で
も
な

蘭
学

併
も

乍

参

そ
抵
・形
式
的
と

重
視

忙
過
書
ぬ

。
∵
.
臼λ
.
・
.
二
.
ゑ

∴
覚
.
.鈍

:

∴
匡
.
墾

、綜
・孔

二
.い
、
.・で

∴
∵
-
、
∴

ヅ

、

・
塒
事
問
題
.

超
過
所
得
漉
輸

・

.

錆
†
一
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第
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.

電

●

時
事
澗
題

超
過
析
得
親
論
.
.
.
.
.

第
牛
点
旙
」
第
二
號
　
九
四
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四
四

9
、配
當
金
賞
無
血
黒
風
す
添
部

野
じ
就
て
之
を
見
る
に
、
そ
は
之
を
受
く
る
個
人
の
所
得
こ
な
る
の
で
あ
る
か
ら

個
人
は
之
に
依
て
推
視
力
を
有
す
る
二
重

、
潅

ゐ
φ

で
遍
路
、
.ゴ然
る
に
樵
人
拡
泊
然
然
の
卦
に
沢
凋
立
の
存
在
を

有
導

肩

然
誉

同
じ
や
う
奨
、
.鞍
業
を
な
し
.・利
益
を
牧
φ
て
居
る
の
で
あ

挿
、　、渡

株
が
利
益
噛
敢
警

似
上

は
澹
視
力
を
有
す

乃
も
の
買
見
ね
ば
な
ち
鳳
、-
法
人
が
婚
視
力
を
有
す

追
以
北
鳳
個
人
の
受
く
る
配
當
金
賞
與
金

。

　し

も

し

も

し

や

も

た

り

ヤ

へ

も

セ

へ

も

し

ゐ

も

も

ち

へ

い

へ

ぬ

あ

へ

も

に
凋
立
し
て
之
に
課
税
せ
ね
催
な
必
ぬ
つ∵從
惚
配
當
金
賞
與
金
の
綜
合
課
親
ご
法
人
の
超
鑑
所
得
税
ε
越
實
質
的

カ

し

も

し

セ

う

も

へ

し

う

も

も

ね

も

も

ち

　

ヨ

も

や

に
二
重
視
を

な
す

も

の
で
尊

い
言
語

は
ね

鳳
輩

ち
漁
.。
、〆

、

、
此

煮
論
ず
る
ξ
人
或
は
駁
毛
て
、炉
は
を

超
過
所
得
税
を
課
せ
ら

る
・
丈
け
そ
れ
黄
け
配
當
金
賞
奥
金
臆
影
響

、

す

べ
け
れ
鰻

個
人
は
二
重
視
を
疎
せ
ち

る
～
章
謂
は
ね
ば
な
ら
霞
.笠

併

し
乍
ら
個
人
が
超
過
所
得
税
¢
鳥
神
に

配
當
金
賞
興
金
を
少
く
受
取
る
蓬
俸
は
、
.其
少
き
額
に
野
し
て
の
み
個
人
厨
得
視
を
課
せ
ら
れ
る
.の
で
あ
る
か
ら

個
人
が
二
重
税
を
受
講
る
こ
頑
嫉
濃

い
筈

で
あ
為
、
只
所
得
を
客
観
的
に
観

陀
る
場
合

に
二
重
に
課
せ
ら
る

、
や

う
に
見
ゆ
る
の
み
で
あ

る
、
暴
れ
余
が
形

式
的

二
重
税
に
七
て
?
實
質
的
二
重
税
で
な

V
ε
い
ふ
所
以
で
あ
る
0

蕾
渦
動
留
保
所
得
に
踊
す
み
部
分
に
就
て
は
、
同

一
の
法
人
が
留
保
所
得
税
ぜ
超
過
所
得
税

ぜ
を
支
佛
ふ
が
故

に

配
賞
金
賞
典
金
に
楓
す

る
部
分
巴
何
様

に
論
争
畜
こ
ε
出
水
ぬ
、
塵

が
此
場
合
に
訟
て
も
留
保
所
得
税
の
外
仁
超

ロ

　

　

　

　

　

　

過
所
得
税
を
課
す

る
理
由
が
あ
る
の
で
φ
ゐ
　「
之
聖
明

に
せ
ん
ぜ
せ
ぱ
「
.超
渦
所
得
の
本
質
老
朋
に
せ
ね
ば
な
ち

ぬ

b
.
、
.

ヌ
『

∴
.



○

臥

一、磯
超
渦
所
得
は
普
通
の
場
合
に
普
}蓮
に
得

ぺ
創
所
得
を
超
過
し
て
局
番
む
の
で
あ
る
凡
此

の
無
ざ
所
得
蝕
何

・

に
阿
で
生
室
る
か
ε
い
ふ
に
、
む
れ
に
ぽ
色
劇
の
原
西
が
あ
ち
れ
ば
な
躯
鳳
.」、一閲

よ
り
其
経
警
の
衙
に
當
れ
ゐ
重

役
の
廃
置
宜
き
馬
も
附
ら
う
が
天
人
亀
努
ヵ
以
外
の
力
妬
も
因
る
の
で
あ
な
、
.入
の
努
力
以
外
の
力

ε
眠

へ
ば
其

主
な
る
も
の
麟
勝
昨
の
力
量
氣

分
力
す
あ
を
、
是
が
故
に
超
過
所
得
を
分
析
す
み
ε
、
.を
こ
に
景
氣
利
得
や
凋
占

質
格
に
よ
な
利
徳
が
出
て
来
る
の
で
あ
6
。
一

、

.

翻
配
妻

は
欝

憤
格
　の
得

依
で
異
竃

利
益
を
擧
げ
含

嘉

出
来
る
・
.響

露

ば
募

債

格
よ
り
も

.

窟
甑
を
静
ε
す
智
.
翫
占
事
業
が
経
過
所
得
を
得
る
の
は
、
.之
が
爲
め
募

る
。
.凋
占
事
業
の
中
で
む
自
供
的
獄

貯
事
業
は
偶
だ
悔
い八
⑳
拙既
争
を
許
さ
著
ろ
優
野
鶴
都
地
位
に
立
ち
得
み
が
傭
に
榮
え
み
の
で
あ
み
、
,経
管
の
巧
な

概
が
讐

榮
碧

雲

懸

橋

、此
の
聖

地
の
奮

傳
蒼

蒼
が
自
答

超
温
肝
得
を
働

副
で
あ
み
。

、、騨
無

謬

算

券

意

拝

律

骸

脚

セ
得
衛

利
勉

豪

気
塗
早

落

警

難

雰

業
を

基
讐

牢
る
國
民
経
濟
に
於
で
種
々
な
を
技
術
的
餌
濟
的
吐
會
斡
法
制
的
條
件
に
匠
τ
財
砂
需
要
が
定
讃

債
格

が
定
ま
新
が
厨
に
得

畔
ぎ
利
得
で
あ
ぢ
。.
此
の
虹
↑
景
気
利
径
ば
自
己
の
努
力
に
因
む
す
し
で
得

べ
き
も
の
な
る

.

が
故
に
不
勢
和
得
の
性
質
を
帯
説
る
も
㌘

謂
で
よ
い
,
其
五
和
を
構
手
魯
は
前
身
の
昔
齢
寒

地
の
利
浬
時
の

利

に
外

な
ら

戯
芝
從

℃
景
気
利

得
臨
環
境
の
賜

で
あ

る
》
ゆ
畑阻
っ
て
も

よ

い
σ
兎

に
魚

景
気
「利
凪岱
葱
得

概
も
め

ほ
、

自
旛
…に
超

邁
既
得
夢
得
ぢ
の

で
あ
冨歓
墜

二
、パ
∴
啓
.
.・

ヤ
.
.

山
.
.:
.払
「
.・∴

だ
㌣
.・郵

∵

い

愚
.
・
.㌦
ヨ

近

時
離
断
懸
.

超
遮
所
得
税
論
.

・

第
十
」
巻
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號
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五



、

・

時
射
腎
思
.

超
颯
所
得
瀦
誼

、

・

欝
志

笹

薮

二
號

九
δ

」
西
大

∴
ド無
氣
私
得

は
.心
、般
尉
氣
好
ぎ
聴
期
に
於
て
之
を
得

る
の
で
あ
る
、
景
気
好
き
蒋
期
に
於
て
は
.
物
贋
は
騰
貴
す

る
が
常
食

財
を
生
産
ず
な
養
.
財

瞥
販
費
威
な
巻
、・
皆
晃
常
の
利
益
、姦

む
が
、ぎ
.
が
爵
束
視

準.疲

の
景
気

夫
鳩
好
況
掛
ぢ
ホ
ど
臨
ξ
も
薄
或

る
纂
業
が
特
殊
優
勝
の
地
偉
一工
立
ち
其
生
産
物
が
異
常
の
需
要
葱
起
し
其
債
の

賢

覧

嘉

墾

場
倉

撃

皆
、其
璽

濤

箏

寒

騰

罫

警

鯵

ぎ

め
を
㍗

.・

.・

.・

.

.

寄
驚

に
就
暑

が

綾
筆

の
蝕

経

緯

事
墜
募

熱
躍
鍵

爵

蛋

思

鎗
箕

原
粒
軸

覆

暫

酢

総

轄

か
碁

臨

は
曹

に
騰
貴
郭

・
.延酷

之
に
獣

療

畿

薩

響

駕

靴

箏

蟹

猛

毒

轟

働

得
分

募

御
.蕎

艀
暴

醇
.蘇

弥

藤
媒
齢

喬

募

供
禦

減
少

窮
な
ピ
い
騨
枇
鼻
的
僚
俺
⑳
鳳
ポ
に
塗
貫
や
鰍
船
脚
曜
騰
貴
能
剤
鵬
從
℃
離
逡
築
者
殊
に
海
鼠
業
者
償
跳
気
相
徽

.

を
響
、延
喜

渦
利
磐

得
券

碁

な
・是
等
盆

点
利
得
箕

臨

纂

め
量

を
喜

含

從
鉱

整

の
藤

多

募

創

癒

璽

露

昏

昏

膨
唇

惑

に
馨

鼠

直
接
購

獣

鰍

総

橡
逸
書

騰
貴

せ
し

ぬ
.
、所
記

}.般

0
鵜

償
騰

貴

ビ

い
ふ
現
象

を
呈
す

る
に
至

る
が

、
事
藪

に
至

る
ε
、
あ
ら

ゆ
る
事
業

家

ぼ
財
を
生
産
す
れ
ば
す
を
程
又
財
を
買
て
置
け
ば
置
"
程
警

盆
歩

み

利
金
を
牧
炉
ど

が
臥
飛
脚
慰
む

な
㌧

脅

.

.
疲

的
雲

気
盤

を
臥

し
池
商
素

者
ご
.い
掌

嚢

書

振

怒
.
讐

無
気
利
得
從
で
超

温
風
得
を
得
る
に
至
な
の
で
あ
る
,・是
れ
我
国
の
濯
ぎ
渦
虫
に
於
て
纏
験
し
た
叡
所
で
㌻
仲
人
む
比
事
費
セ
否
認

す
警

の
な
が
獣
乞
.露

新

得
に
其
蚕
器

る
募

ポ

寒

ば
景
氣
利
得
で
あ
㌧

鬱

蒼

過
暮

暮



'

奄

」
.
」

戦
争
終
了
し
て
も
馨

の
影
響
止
集

.
職
塒
高

じ
様
舞

景
気
が
攣

こ
姦

歴
兜
に
於
て
ぞ

卑
・
所

で
あ

る
、
ポ…然
る
場
合
に
は
景
氣
利
得

を
得

る
者
は
極
て
多
く
…獲
て
超
渦
所
得
を
得
る
者
頗

る
多
(
あ
る
鐸
で
あ

る
、
.殷
鑑
遽
か
ら
す
、
今
回
世
界
戦

野
の
終
熄
に
際
し
我
國
に
於
て
如
何
に
好
景
氣
が
現
は
れ
》
如
何
に
多
く
の
.

人
が
景
気
利
得
を
得

π
る
か
は
縄
.投
入
の
耳
目

に
新
な
る
所
で
み
る
。
.
.
.

.

.
・

卒
時
に
於
て
も
.亦
或
ぽ
外
國
貿
易
の
殷
盛
或
は
通
貨
の
膨
脹

ε
な
り
、
或
は
事
業
熱
の
勃
興
冠
鶴
り
、
財
界
に

.

好
景
氣
の
風
が
吹
く
こ
ε
は
屡

・
之
を
見

や

・
毛

あ
る
、
.此
鷲

當

て
多

-
の
事
案

は
景
気
和
得
善

.
從

て
超
泄
所
得
を
得

る
の
で
あ
る
。.
こ
は
卒
時

に
於
け
る
好
景
気

の
場
合
で
あ

る
が
冷
不
景
氣
の
場
合
に
於
て
も
特

殊
の
財
の
生
産
販
「責
は
却
て
盛
で
之
に
關
係
す
る
.生
産
者
販
費
者
は
暴
利
を
得
て
、
そ
こ
に
超
澹
所
得
勧
得
る
こ

ぜ
葦

い
で
庵
な
い
、
例

へ
腰
不
景
気

の
ギ

ン
鷹
馬
陥
b
て
居
る
際

に
砂
糖
が
世
界
的
生
産
の
大
不
凪
で
濁
り
高
疽

を
維
持
し
等
製
糖
業
者
煮

砂
糖
商
に
異
常
の
利
得
を
得
せ
し
む
る
が
和
ぐ
で
あ
・
。
是
れ
変

種
の
無

難

で
、
」
超
過
所
得
を
生
む
所
以
で
あ
る
。

此

の
如
×
超
蝸
所
得
を
努
析
す

れ
ば
其
主
要
部
扮
噂
し
て
景
氣
利
得
"
到
達
す
る
の
で
あ
乃
、
所
が
景
気
利
得

は
経
済
圭
艦
の
努
力

に
依
て
之
を
得

る
の
で
な

い
、
国
民
脛
濟

の
中
に
於
て
技
術
的
纒
濟
的
耽
會
的
法
制
的
僚
件

.

.

に
依
で
財
の
需
要
井
に
財
の
便

に
受
動
が
起

つ
た
爲
に
之
を
得

る
の
で
あ
お
、
從
て
其
性
質
ば
不
.弊
利
得
で
み
薩

時
粛
問
題

超
過
折
碍
絶
論

、
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偶
然
利
得
で
あ
る
.、
.若

し
国
家
が
そ
れ
等
の
事
業
を
瞥

ん
で
居

っ
た
な
ち
は
.
當
然
国
家
に
蹄
属
す

べ
き
も
の
で

あ
る
、
偶

海
現
代
の
国
民
輕
濟

に
於
て
私
有
椹
の
認
め
射
れ
て
居

右
結
果
で
私
人
若
気
は
私
法
人
が
之
を
得

る
に

過
護

・
.故
に
画
架
馨
ハ郵

肝
像

厨
↑
か
蝶

蕎

胸
い
忍

法
じ
茅

嘗

か
駅
・薄

粥
寒

叉
ガ
ゼ

、

、

、

、

、

、

、

、

覧

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、
.

o

o

G

o

O

o

o

o

o

o

G

c

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

黒
熱
利
得
從
て
過
超
所
得
を
得

る
人
よ
b
観
れ
ば
、
自
己
の
勢
力
に
依
ら
す
環
境

の
自
己
に
有
利
な

る
が
爲
に
得

禦

羅

野

葬

が

群

審

葎

響

夢

ぜ
バ
.い
・
箏

拶

馨

鮮

ボ
暴

蓼

が

。鳶

喬

慰

バ
首
躍

・
那
耀
響

響
潔
卵
繹

鮮
多

智
肝
得
解

ザ
だ
群

掛
群
が
ゼ
存
ぴ

難

ぱ
ガ
撰
ボ
が
購

.

」叉
超
過
所
得
が
富
の
分
配
⑤
上
に
如
何
な
る
影
響
を
及
ぼ
す

か
を
見

る
に
、
さ
な
き
だ
に
不
卒
等

で
あ
⑤
富
の

詫

を
更
に
黍

管

す
・
の
で
あ
・
.
鑑

所
得
畿

内
に
留
保
せ
ら
れ
て
蕃

肚
の
大
財
産
を
形
～

、
肚

野

骨

配
管

ら
れ
て
大
株
美

出
薯

の
寡

愈
・
増
す
か
ら
で
雲

、
冨
の
盆

の
不
奪

は
聚

肚
會
の
健

蝋

全
な

都
議
達
を
期
す
る
所
以
で
な
い
、
呪
や
自
己
の
努
か
に
依
ら
ず
、
景
氣
ε
い
ふ
偶
然
利
得
に
依
て
、
富
者
盆

甥.第

盆
富
む
に
至
で
は
寧
ろ
国
家
肚
會
の
塞

な
姦

連
を
孝

藷

は
ね
桂

畠

、
思
ふ
に
、
自
ら
努
力
し
て
獲

鰍

、得

L
た
俗
物
.に
謝
し
て
自
由

に
之
を
使
用
し
之
を
庭
介
す
る
こ
ε
を
許
す
鳳
正
義
の
要
求
で
、
脛
濟
を
獲
達

せ
し

駅面

む
る
所
以
で
あ
み
、へ
暴

れ
所
有
権
の
認
め
ら
れ
た
倫
理
上
纏
濟
上
の
理
由

で
あ
る
跨
然
る
に
所
有
権
の
制
度
は
自

囎

・
努
力
せ
芒

て
得
砦

物
を
も
私
人
ぞ

窪

人
に
題

せ
し
め
蒋

富
の
詫

を
翠

籍

す
・
の
で
あ
.
櫨

も

ヘ

ヤ

も

い
じ

も

ヘ

ヤ

も

り

し

い

や

も

み
戸
暴
れ
は
正
義
に
適
は
な
い
、
所
有
権
を
認
め
セ
趣
旨
に
も
適
は
な

い
、
窟
の
分
配
の
不
孝
等
は
之
を
矯
正
せ
層

砦

●



、

拠
瀞
ゆ
い
興

・
必
伽
か
沙
紳
知
潟

却
僻
麹
秒
律
P
侮
か
幽
か
罫

密
か
狂
酔
⑳
府
孕
鞭
瞠
融
剤
か
を
懸
垂
掛

か
ゆ
硬
島

参

事

町
雰

分
雰

不
孕
磐

H嫌
田
中
み

酔
的
を
魍
浴

餐

墨

客

じ
℃
相
槍
を
寒

寒

げ
必
雰

鱈

寵

乱

鼠舞

雰

岬
擢
督

群

群

群

催

事

撃

窪

謬

疹

ビ
痔

ボ
・

哺抄
脚
藤
麟

辮
研
卸
r
ゲ
超
溜
卵
側
ゼ
郵
㌍
稠
ぜ
ぱ
バ
ガ
『
が
理
師
管
ボ
徽

.
以
上
論
争
る
所
に
依
て
之
を
観
れ
ば
、

一
方

に
於

て
は
巡
過
所
得
は
然
ら
ざ
る
所
得
よ
り
も
人
な
る
憺
税
力
を

有
す
る
の
み
な
ら
委

他
方
に
於
て
は
富
の
盆

を
愈
条

李
管

ら
し
遜
る
の
藁

を
来
す
が
啓

、
超
渦
所

も

も

ね

し

り

も

得

に
謝
し
て
は
財
政
理
論
よ
り
す

る
も
耽
會
政

策
よ
り
す
る
庵
重
く
視
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
然
る
礼
法
人
所
得

の
中

終

轟

零

審
ハ會

畢

硲

響

耐
慰

留
霧

罫

べ
馨

蓄

濃
慰

掘

罫

罫

9

ダ
騨

ゼ
脚
い
?
」
轡
に
樹
引
ボ
び
ボ
ゾ
個
ゲ
で
居
ボ
。
.配
當
金
賞
與
金
に
謝
し
て
綜
合
課
挽
を
行
ふ
も
、
叉
留
保
所
得

　
む

む

め

ロコ

リ

　

む

む

む

む

う

稔
を
課
す

る
に
し
て
も
、
共
に
超
過
所
得
に
重
く
課
す
る
こ
ε
に
な

っ
て
居
な

い
、
そ
こ
で
超
過
所
得
に
重
く
税

や
銀

鮒
窪
研
箏

馨

群

肝
び
響
溜
肝
彿
群
ゲ
超
ボ
窪

肥
錘

写

禦

・
鼻

脚
留
置
避
脚
絆
穂
即
・
.

雛

羅

鄭

墾

馨

馨

聳

動
算

黙

夢
解

・.審

蟹

羅

孫

誤

、
却
て
之
が
爲
に
傘

な

r
る

課

税

ご

な

る

の

で

め

る

。

、
.

旨
.

.

.

.

.

　
り

　

　

　
　

　

　

　

つ

　

　

　

.

論
じ
て
薙
に
至
り
余
は
超
過
所
得
税

ご
戦
時
利
得
税
ご
の
關
係
.に
論
及
せ
ね
ば
な
ら
繊
、
超
過
.所
得
税
は
、
前

論

し
た
る
が
如
く
、
.其
核
心
ε
な
れ
る
濁
占
利
得
若

ぐ
は
畳
氣
利
得

に
課
税
せ
ん
.ざ
す
る
も
.の
で
め
る
。
戦
時
利

時
事
問
題

超
過
所
得
麗
論

蛸
十
一
巻

(第
二
脱

九
九
)

二
四
九

拙著、肚會問題 電財政第三編150頁 以下



」

竜

二.一

時
事
問
題

超
温
所
得
溌
論

、

鍔
十

一
巻

(第

二
號

】
Q
O
)

二
五
〇

得
視
は
職
聴
℃
於
け
か
景
粛
利
得

起
圭
ε
し
て
税
す

る
も
の
で
あ
る
、
故

に
戦
時
利
得
税
は
超
邁
所
得
税
の
具
禮

的

一
形
式

ε
謂
は
れ
ば
な
む

慮
、
戦

時
利
得
税
は
戦
時
所
得
の
牢
晴
所
得
.に
超
過
す

る
額
を
以
て
戦
時
利
得
ご
し
.

て
枕
す

る
も
の
で
あ
ろ
が
.
其
零
時
所
得
ε
い
ふ
は
正
常
所
得

の
具
儂
的
形
式

ご
し
た
る
に
渦
ぎ
漁
、
散
に
其
精

榊
に
於
て
超
過
所
得
税
で
あ
る
、
決

し
て
戦
時
所
得

ご
牢
晴

所
得
ε
の
差
ご

い
ふ
形
式
に
拘
泥
す

べ
量
も
の
で
な

小

、
そ
れ
が
讃
撮

に
は
、
戦
時
利
得
税
怯
に
於
て
も
、
.欄
戦
後
に
洗
八
が
初
て
成
立
し
た
る
場
合
舜
ζ
既
に
献
立

せ
る
法
人
.に
し
て
戦
前
に
於
て
塞
げ
た
る
所
得

が
絶
無
な
る
か
若
く
は
少
き
に
過
ぐ
る
場
合
に
は
、
資
本
に

、謝
し

一
理

誓

書

を
以
奉

鱗

得
羅

定
七
て
居
だ
、
.藩

製

的
に
い
へ
ば
集

塾

す
る
舜

暮

の
金
.

禦

望

庸

牧
盆
・
.し
之
に
超
過
す
・
も
の
を
職
菊

寧

す
る
も
の
で
あ
そ

、
染
こ
に
超
過
所
得
の
意
妹

が
十
分

に
あ
ら
は
れ
て
居

る
、
此

の
如
き
場
合

に
於
け
る
戦
時
利
得
税
は
所
得
税
法
政
正
案

に
謂

ふ
所

の
超
過
所

得
税
ε
形
式
迄
を
も
同
じ
う
す
る
も
の
述
語
は
れ
ば
な
ら

漁
、
是
が
散
に
超
過
所
得
税
は
戦
時
利
得
税
の
生
れ
愛

ぜ

み
を

っ
て
來
π
も
の
.ε
謂
ふ
て
差
支
な
い
政
府
委
員
中
に
も
之
に
射
し
て
反
謝
を
唱
ふ
れ
こ
も

そ
は

一
且
磨
せ
ら
れ
た

乃
戦
塘
利
得
挽
を
再

び
起
す
も
の
で
あ

る
が
和
ぎ
誤
解
を
避
け
ん
ご
b
た
乃
鵡
外
あ
る
ま
い
、
若

し
然
ら
す
ご
せ

ば
政
府

の
超
過
所
得
税
な
る
も
の
は
得
て
解
す

べ
か
ら
ざ
る
も
の
ε
な

る
、の
で
あ
る
。

以
上
論
ネ
る
所
に
依
て
之
を
観
れ
ば
超
過
所
得
税
を
以
て
資
本

に
封
ず

る

一
定
歩
合
を
超
過
す
る
も

の
に
課
す

べ

露

略

妻

纒
薯

の
利
益
金
が
或
・
標
鷲

期
の
利
益
虐

超
過
詣

る
額
に
撰
す
窒

で
あ
る
.・
概
姦

鱒 拙稿、所徴税 の改正 た論ヂ(経 済論叢錦 十 一巻 、第一號104頁).』r....

小川郷太郡質 問(第四十二議會 所得脱 法改正案外 六件 特別 委員 會議録74頁)

難 林 野次 官及松 本局長辯 明(同上74頁 一75頁)

.

、



ぎ
綾

菊

得
枇
の
形
式
に
拘
泥
し
た
・
議
論
に
過
ぎ
調
、
.超
瓶
所
欝

の
本
質
を
闡
明
し
た
る
あ

藷

ふ
・

蓬

出

来

阻

コ
」

r

,

「

.

.

.

第
三

超
過
所
得
課
税
の
程
度

,
.超
過
所
得
は
前
論
す
を
が
如
風
特
に
之
を
視
せ
ね
ば
な
射

ぬ
、
越

過
所
律
を
祝
す

る
ピ
し
て
、
然
ら
ば
如
何
な

る
程
度

に
於
て
之
を
税
す

べ
き
か
ご
い
ふ
問
題
が
起
て
来
る
。

超
過
所
得
裸
視
の
程
度

に
就
で

怯
、
超
過
所
得

の
超
然
ε
、
税
率

`
を
偏
別
し
て
考
案
せ

ね
ば
な
ち

ぬ
。
.

一
、
超
過
所
得

の
起
黙
.
.

「

.

超
過
所
得

の
起
、黙
は
、
・
注
が
正
常
所
得
ご
看
做
す
黙
に
依
て
定
ま
る
、法
が
正
常
所
得
.ε
看
做
す
黙
高
け
れ
ば
、
.

超
過
所
得
は
視
せ
ら

る
、
こ
`
軽
く
、
法
が
正
常
所
得
ざ
看
做
す
黙
低
け
れ
ば
超
港
所
得
は
視
せ
ら
る
、
こ
ε
重

く
な
る
、
,是
れ
正
常
所
得

ξ
看
做
す
黙
が
超
過
所
得
課
税
の
程
度
に
大
開
係
を
有
す
る
所
以
で
あ

る
σ

法
案

に
依
れ
ば
、
注
入
の
各
事
業
年
度
の
所
得
が
.同
年
度
の
資
本
金
額
に
…罰
し
.年
百
分
の
八

の
割
合
を
以
て
算

出
し
た
る
金
額
を
超
過
レ
π
乙
窪
き
は
、
其
超
過
金
額
を
以
て
法
人
の
超
邁
所
得
こ
す

〔吹
正
康
第
五
毯

ξ
規
定
七

、
て
あ
る
、、
法
案
が
正
常
所
得
ご
看
做
す
も
の
は
資
本

に
劃
す
る
八
家

の
利
廻
で
あ
る
。

　

サ

.

資
本
金
額

に
封
ず
る
入
朱

の
利
益
ε
い
へ
ば
、
普
通
の
會
計
は
概
ね
入
朱
以
上
の
利
益
配
當
を
な
し
つ
、
あ

み

時
事
問
題

超
過
所
得
税
論
.
.

㌃

第
+
惹

(第
二
號

一
〇
ご

二
五
∴



」

暗
事
.野
題
.

超
過
所
得
税
論
.
.

欝
十
一
巻

(第
二
號

一
〇
二
}

二
五
二

が
故

に
、
殆
ご
轟
一
超
漫
所
得
税
を
彿
は
ね
ば
な
ら
鳳
や
う

に
思
は
れ
な
い
で
も
雇

い
が
、
.併
し
薙
に
資
本
金
額

ご
い
ふ
は
彿
込
資
本
金
額
に
基
金
及
積
立
金
額
を
湘

へ
た
る
も
の
で
あ
る

(改
正
案
第
六
條
)
こ
オ
を
忘
れ
て
は
な
ら

ぬ
、
從
て
利
益
配
當
の
歩
合
が
入
朱
以
上
ε
な

っ
て
も
、
正
常
所
得
ご
看
徴
す

べ
き
も
の
は
「必
か
し
も
八
尿
に
達

す

る
ε
隈
む
な

い
、
差
し
會
.肚
が
同

一
の
彿
込
資
本
金
額
ε
同

一
の
純
益
ε
を
有
す

る
ε
し
て
も
、
積
立
金
の
多

.

く
な

る
に
從
で
超
温
所
得
た
.る
べ
き
利
廻
は
逓
賊
す

る
か
ら
で
あ
る
。

.
法
案

が
正
常
所
得
を
資
本
額
に
封
ず
る
入
朱

に
.定
め
る
理
由
如
何
に
就
て
は
、
政
.府
當
局
者
は
只
日
本
現
時

の

お

じ

ロ

.

脛
濟
界
の
状
態
を
蓮
親
し
貼
る
結
果
に
過
ぎ
膿
ビ
い
ふ
の
で
あ
る
、
所
が
超
渦
所
得
税

の
前
身
た
る
.戦
時
利
得
税

に
於
て
は
、
戦
前
の
所
得
繕
無
な
る
か
過
少
な
る
.場
合
若
姦

法
人
が
開
戦
後
に
成
立
し
た
場
食

且
、資
本
に
封

ず
ざ

「
割
⑳
相
盗
を
以
て
正
常
所
得

ご
し
た
、
戦
時
利
得
挽
に
於
て

一
割
を
以
て
正
常
所
得
ε
し
、
超
過
所
得
挽

p
、

に
於
て
粂

を
以
て
正
霧

得
手

る
は
・
多
少
茅
原

嫌
な
き
を
難

い
・
若
し
是
が
矛
盾
で
な

い
轟

ひ
得

る
な
ら
ば
、
そ
は
戦
後
の
正
常
.所
得
は
戦
前

の
正
常
所
得
よ
り
も
低

い
ε
い
ふ
こ
ε
を
讃
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
然
る

に
、
正
常
所
得
の
水
平
線
が
下
が
る
ε
い
ふ
事
は
纒
濟
界
が
進
み
で
、
資
本
が
豊
富

己
な
り
燭「
事
業
に
競
争
多
く

な
b
・
所
謂
牧
盆
漸
減
の
法
則
が
働

い
て
来
た
結
果
で
な
け
れ
ば
な
ら

阻
、
成
程
戦
時

の
好
況
以
來
資
本
が
多
く

な
b
、
.事
業
の
軸嬰

も
激
し
く
な
う
、
経
済
界
が
躍
進
を
し
た
こ
ε
は
孚
ふ

べ
か
む
ざ
る
事
實
で
あ
る
が
、
所
謂

牧
盗
漸
漉
の
法
則
が
働
き
か
け
π
か
否
か
は
俄

に
速
断
す

る
こ
ε
出
來

鳳
っ
兎

に
角
戦
前

ε
戦
後
ε
に
於
て
正
常

砦 松本局長説明〔第四十二議會所得脱改正案外六件特別委員會議録 ナ3頁,



ρ

.

所
得
ご
着
做
す
.べ
.き
水
季
線
に
、
高
低
の
差
を
認
む

る
は
、
.人
を
し
て
疑
を
抱

か
し
む
る
原
因
ε
な

っ
た
に
相
違

　

む

な
い
。
余
、輩

は
之
を
第
四
十
二
議

會
衆
議
院
所
得
税
法
改
正
案
外
六
件
特
別
委
員
會
に
於
て
極
論
し
た
国
民
蕪

.

蜀

ギ
ギ

の
如
き
は
、
.・資
本

に
謝
す

る
入
朱

の
利
廻
を

」
.割
算
修
正
す
る
の
案
迄
提
出
し
た
。
　
〔

74録

β
善

所
得
を
如
何
な
・
黙
・
於
て
定
む
ぺ
.き
か
は
、
實
際
上
認
定
の
農

属

す
れ
'・
も
、
理
塗

其
羅

を

餅負

與
ぺ
得

ら
れ
な
い
で
は
な

い
、、
理
璽

よ
り

い
へ
ば
、
法
人
の
正
常
所
得
は
、
ぞ

が
肇

所
得
た
る
呈

、
少
ぐ

響特
58

鷲
も
.資
金
貸

借

に
於
け
.る
普

通
利
息
.に
保
険
牽

を
加

へ
、術
多
少

の
剰

餓
を
存
す

る
も
の
で
な
け

れ
ば

な
ら

n
、
法

性
1鱗

《
の
企
業
は
種
類

の
如
何
を
問

は
す
多
少
の
危
険
を
冒
す
も
の
で
あ
っ
.て
而
も
輕
管

の
手
腕

に
待

つ
所
が
あ
る
か
.

羅

・
ち
で
あ
ろ
γ
若
「亀
會
甦
が
是
等
の
普
通
利
息
丼
に
保
険
率

に
加
ふ
る
に
多
少
の
剰
隙
を
見
る
こ
亡
な
け
れ
ば
、
.會

改
議
.

羅

蔵
事
業
を

起
す
も
の
は
な
い
筈

で
.あ

る
、
一徳

て
法
人
の
正
常
所
得
は
、
公
債
肚
債
の
利
率
、
銀
行
の
頭
金
利
率

の

會
會

上
馬
出
で
ね
ば
な
ら
ぬ
、
所
で
春
日
に
於
て
ば

公
債
の
利
子
は
名
義
上
五
朱

で
あ
っ
て
も
獲
行
償
落
を
低
う
す
右
.

端
踏

所
・
養

際
・
利
廻
・
棄

位
毒

・
ズ

、
肚
債
・
利
子
舞

・
・
會
肚
後

・
異
・
け
れ
・・嚢

虫

ハ

鑑

養

老

朱
位
の
所
が
普
通
で
あ
る
が
、
實
際
の
利
廻
は
之
よ
b
多
く
な

っ
て
居
る
、
銀
行
定
期
預
金
利
率
も
亦

羅

大
甕

厘
以
上
に
出
で
・怠

る
・
基

に
依
て
之
を
観
れ
越

現
倉

於
て
資
本
に
射
し
保
撃

の
加
は
ら
な
い
標

禁郵
書

準
利
子
は
七
朱
前
後
で
あ
右
ε
謂

っ
て
も
よ

い
,
之
に
保
険
牽
ピ
多
少
の
儀
裕
ご
を
見
込
み
て
法
人
の
正
常
所
得

州
如

を
算
出
す

ご
せ
ば

、
或
は

一
割
位
が
適
嘗
で
ば
い
か
ご
思
は
れ
る
、
入
朱
を
以
て
法
人
の
正
常
逝
得
ご
す

る
は
珈

・
嶽

僻
事
開
題

超
泄
所
得
税
輪

'

第
十
一
巻

(欝
二
號

一
〇
三
)

二
五
三

〆

」



.一

鴫

時
事
問
題

超
過
所
得
税
論

＼

第

+

一
巻

(第

二
號

一
〇
四
)

二
五
四

か

酪

に

過

ぐ

る

の

威

な

き

を

得

な

い
ゆ
.
一
.
.
.
.

、
.

・
.
一
.

二

、

超

過

所

得

税

の
累

進

牽

・
.
.
.
.
.

,

、
」

、
.次

・
講

羅

視
の
墾

に
就
・
考
ふ
・
・
、
茜

馨

蚤

進
稀
書

の
間
・
何
れ
蓮

ふ
べ
・
か
の
問
題

が
起
る
臓

〆
.
.

一

.

口

・

一

頴

法
案
は
累
進
税
牽
を
採
用
す

る
二
ε
に
し
て
あ
る
が
、
之
に
樹
し
て
は
異
常
の
反
封
が
あ
る
、
論
者
或
は
法
人

所
得

に
劃
す

る
累
進
課
税
を
以
て
肚
會
政
策

に
反
す
る
庵
の
で
あ
る
ご
し
て
挑
難
し
、
或
は
之
を
以
て
會
肚
の
基

層礎
を
危

ふ
す
"る
も

の
で
め
る
ぜ
し
て
攻
撃
す
る
の
は
、
一
.は
留
保
所
得
に
重
く
課
す

る
を
批
難
す

る
の
で
め
る
が
、

.

又
同
時
に
超
過
所
得
に
累
進
税
率
を
課
す

る
を
批
難
す

る
の
で
あ
る
、
留
保
所
得
税
の
輕
ぐ
す

べ
か
ら
ざ
る
所
以

は
捌
の
論
文
に
於
て
詳
論
し
た
か
ら
、
藪
に
再
び
贅
す
る
要
な

い
、
余
は
今
藪
に
超
温
所
得
に
謝
レ
累
蓬
税
率
を

課
す

る
こ
ご
に
就
て
其
當
否
を

研
究

し
て
見
セ
い
ご
思
ふ
。

.

超
渦
所
得
税
の
前
身
た
み
戦
時
利
得
税
に
於
て
は
、
比
例
税
率
を
課
し
て
居

っ
π
、
.超
過
所
得
税

に
至
て
、
累

進
税
率
を
適
用
す

る
こ
ε
に
な

っ
た

、・
形
か
ら

い
へ
ば
、
苛
酷
こ
な

つ
.た
や
う

に
見
ゆ
る
が
、
實
際
は
必
ず
し
も

章
5
で
な
い
、
戦
時
利
得
税
の
牽
は
法
人
に
あ
り
て
は
二
割
で
あ
っ
た
が
、
.
.
超
過
所
得
税
の
税
率

の
最
も
高
き
も

の
も
」
割
五
爵
に
過
ピ
澱
、
.會
砒
か
ら
見
れ
ぜ
超
過
利
得
税
は
職
聴
利
得
税
よ
り
も
軽
い
の
で
あ
る
、
.超
渦
利
得

航
税

が
會
杜
の
基
礎
を
危

ふ
す

る
亡
疵
難
ず
る
論
者
も
、
超
過
所
得
税
は
戦
塒
利
得
税
程
會
枇

の
基
礎
を
危

ふ
す
る
.

ド

ワ



.

も
の
で
な
か
だ
結
論
せ
ね
ば
な
る
ま

い
画
是
れ
論
理
の
自
然
の
締
結
で
め
る
、
盧
が
戦
時
所
得
税
が
行

は
れ
た
脛

.

.
警

磐

て
見

る
も
、
そ
が
會
肚
の
基
礎
を
危
ふ
し
た
・
こ
嘉

聞

盗

の
で
あ
・
・
然
ら
ば
、
超
渦
所
得
税
は

更

に
會
肚
の
基
礎
を
危
ふ
す

る
こ
ε
な
し
巴
謂

は
ね
ば
な
ら
ぬ
、
.論
者
或
は
日
は
ん
,
戦
時
利
得
税

の
行
は
れ
た

慕

は
富

の
灘

を
響

・
・
巌

・
人
な
る
時
で
あ
っ
た
、
瞥

戦
時
利
得
税
は
會
砒
の
基
礎
を
危
ふ
す
る

.

に
至
ら
な

か
っ
た
3
然
る
に
脅
や
財
界
の
不
況
に
際
し
、
超
過
所
得
税
を
課
す
、
會
耽
の
基
礎
を
危

ふ
せ
す
し
て

已
む

こ
ご
な
か
ら
う
ε
、
議
論

「
理
あ
る
や
う
で
あ
る
が
、
實
は
誤

て
居
る
内
財
界
の
不
呪
に
際
し
て
會
肚
の
利

益
が
減
じ
て
行
け
ば
、
超
過
所
得

は
な
い
こ
ε
に
な
ら
　
、
超
搬
所
得
な

い
所

に
税
を
課
す

る
の
で
は
な

い
、
肘

.

堺
の
不
況
に
拘
ら
す
超
滑
所
得
を
得

る
會
航
め
ら
ば
法
は
之
に
超
過
所
得
税
を
課
す

る
に
躊
躇
し
な

い
、
超
渦
所

墾

孕

る
膚
耽
が
超
魁
所
得
撃

奨

ぱ
毛

、
真
倉
傷

基
礎
を
危
ふ
す
る
理
由
は
な
い
筈
で
あ
駕

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

・
.　蓋

過
所
蟹

穐

を
批
難
す
る
者
は
、
そ
が
耐
會
肇

に
反
す
・
老

を
撃

、
そ
箋

非
腫

誤
て
居
る

超
得

得
視
は
前
に
も
導

藷

b
、
響

利
得
景
気
利
得
替

己
の
努
力
に
因
ち
垂

境
の
有
利
警

が
霜
起

偶

然

に
利
縛

す

る
も

の
を
税

せ
ん
ε
す

る
も

の
で

あ

る
、
既

に
超

過
所
得

に
枕
す

乃

こ
ざ
を
是
認

せ
ば
、
之

に
累

、

携

肇

撞
用
す
る
に
反
射
す
る
こ
函

恭
謹

で
あ
る
、
蓋
し
胤
得
の
偶
然
性
の
程
度
が
高
き
低
き
に
拘
ら
ず

.

「同

一
割
合
で
税
す
る
ε
、
偶
然
性
の
程
度
の
低
き
も
の
が
却
て
重

い
視
を
負
ふ
こ
ご
に
な
、
、
偶
然
性
に
税
す

る

宅
い
ふ
趣
着
に
創
は
楓
、
偶
然
性
の
高
き
も
の
に
高
き
視
牽
を
適
用
し
て
こ
そ
、
利
得

の
偶
然
性
に
枕
す

る
こ
ピ

嚇
箏
澗
題

通
過
蒲

概
論

ド
、
.

備
+
葱

(第
二
號

お

五
}

一
至
王
.

●
置

O

.



.

,
"

時
事
跡
題

超
過
所
得
税
論
.

粥
+
「
巻

(第
二
號

一
〇
六
)

二
五
大

毒

・
の
で
あ
・
、
葉

叢

歯

す
舟

黍

八
秀

超
過
し
て
杏

な
れ
ば
な
・
程
、
蕊

所
得
が
偶
然
利

得

の
性
質
を
董

乃
程
度
櫓

高
ば
る
の
で
究

、
是
れ
葦

雄
筆

姦

用
す
・
質

で
あ
る
、
然
ゆ
而
し
で

γ
.

、

い

、

、

、

、

、
w

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

㍗

、

、

、

、

、

、

、

、

、

・

、

、

、

遡
過
所
得
が
多
奉

れ
ば
傷

程
富
雰

配
臓
不
年
普

な
・
も
の
で
あ
る
、之
量

甦
税
を
課
ず
れ
ば
、其
不
孝

、
.
.

、

、
、
.

覧

、

、

、

、

、

、

、
、
.

、

㌧

、

、

、
.

、

、

、

、

、

層

、

、

・

、

、

、

,

、

、

、

、

、

・

、

、

、

、

、

、

、

管

な
る
勢
を
撃

こ
嘉

紫

あ

で
あ
る
、
然
ら
ば
則
ち
蕪

所
得
累
進
税
は
肚
倉
政
策
に
反
射
す
る
,、
こ

ギ
.
.
、

、

、

ガ

、

、

、

、

、

、

、

、

等

、

、

、

、

、

、

,

、

、

、

、

、

、

　ろ
.濁

て
藩

政
蕃

漕

・
に
通
宝

の
で
あ
る
論

は
ね
耀

島

。
偶
然
利
得
に
累
進
税
を
課
す
る
壱

は

最
近
文
明
國
に
於
け
る
租
税
政
策

の
趨
勢
で
、
決
し
て
超
過
所
得
枕
に
初
ま

っ
た
の
で
な

い
、
見
よ
、
相
続
視
に

急
累
進
傘
を
か
け
冷

は
無
か
か
、
墨

地
壇
現

量

累
進
粉
を
か
け
乃
で
は
無
い
.か
、
相
続
挽
に
於
て
は
、
.

湘
綾
財
産
の
額
が
多
《
な
る
に
從
て
税
率
を
累
進
す
る
φ
み
な
必
ず
、
相
蹟
人
の
被
相
綾
人
に
封
ず
乃
親
等
關
係

の
遠
く
な
・
に
從
義

劣

累
進
す
る
の
が
常
で
あ
る
、
叉
土
魎
増
窺

に
於
査

吐
地
穰

の
差
増
額
が
大
な

る
に
從
て
累
進

祝
牽
を
課
す
る
の
み
な
ら
す
、
其
差
増
の
歩
合
が
人
な
る
に
從
て
累
進
税
率
を
適
用
す
る
の
で
め

も

も

ヤ

リ

ゐ

も

も

も

も

コ

も

ロ
ち

も

も

も

も

ら

ろ

へ

も

つ

あ

み

も

へ

も

も

も

カ

も

　

も

し

や

も

も

コ

る
、
暴
れ
皆
利
得
の
偶
然
性

を
増
す

に
從
て
重
く
税
す

る
の
趣
旨
に
外
な
ら
訟
、
相
細
視

、
.土
地
増
償
視

に
累
進

、

,

、

、

、
,
、

、
も

・、

、

覧

、

、

、

、

、

、

.

'

、

・

、

、

、

、

・

、

、
.
、

、

、

、

、

、
.
、

、

・

、

、

、

、

、

、

牽

を

適

用

す

る

て

ズ

t

異

議

を

唱

へ

ざ

る

者

は

叉

超

邉

所

得

税

に

累

進

傘

を

適

用

す

る

こ

ε

に

異

講

あ

り

て

は

な

雰

つ

む

む

ロ

む

む

む

.

超
過
所
得

累
進
税
を
課
す
る
咲

其
所
鴛
㊧
偶
然
性
量

課

す
る
質

で
あ
る
喜

ぱ
、
超
過
所
得
累
推

.

。

σ

0

ら

O

O

。
.

O

O

。

α

,
.ゆ

O

Q

O

。

0

0

・

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

。

。

O

O

O

視
斐

會
肚
の
基
礎
を
猛
毒

・
も
の
で
な
い
・
ξ

容
易
耀

論
ず
る
…

が
出
家
。
、
蓋
し
會
肚
播

然
利

9

・

●



得
を
得

樹
こ
ε
の
与
を
巨
的

`
し
て
設
立
せ
ら

る

Y
も
の

で
な

い
、
.會
肚

に
し
て
正
常
所
得
を
得
れ
ば
.膿

じ
存
在

を
全
う
す

ム
こ
し
が
出
來
.る
、
故
に
累
進

の
極
、
假
令
超
過
所
得
全
部
を
奪
ふ
る
に
至
る
も
正
常
所
得

の
存
す
る

以
上
會
肚
の
基
礎
を
危
く
呵
る
ε
い
ふ
こ
ε
出
來
隙
。
現
に
伊
圃

の
如
き
戦
時
利
得
の
全
部
を
徴
牧
せ
ん
`
し
て

.

居

惹
ざ
う
で
あ
る
、
暴
れ
近
頃
新
紙
の
報
ず
る
所
で
、あ
る
、
所
が
伊
國

に
於
け
る
企
業
が
之
.が
.爲
に
全
く
其
基
礎

を
失
ふ
ご
速
断
す

る
ツ
.
隔
ざ
出
束
ぬ
、
加
之
」
超
渦
所
得

に
累
抵
す
る
.適
す

る
も
.、
累
進
牽
を
極
渡
に
高
め
て
.全
額

を
没
牧
ず
る
分
必
.要
は
な

い
、
累
進
税
率

を
適
當
の
所

に
於
て
止

め
て
然
6

べ
き
で
あ
る
、
是
れ
.既
に
個
.人
所
得

税
、
相
縛
税
、
土
地
増
畷
椀
等
に
於

て
典
例
を
見
乃
所
で
あ
る
。
之
を
實
襟

鱈
徴
す
歪

漱
洲
に
於
　け
る
戦
時
刷

得

挽

の
牽

は
概

ね
高
き
を
例

,し
し
、
甚

し
き
は

八
割

に

窪
し
π

る
も

の
も
め

る
の
で
あ

る
、
併

し
乍
ら
之

が
爲

に

會
肚
の
基
礎
危
表

つ
た
爵

す
る
こ
西

來
ぬ
、
然
ら
ゆ
則
ち
超
過
所
得
累
進
の
最
高
黙
が
相
糞

高
を

も

強
ち
之
を
批
難
し
て
は
な
ら
ぬ
o

今
第
四
+
二
議
會
に
提
撮
せ
ら
れ
だ
る
政
府
原
案
井

に
衆
議
院
の
修
正
案
を
見
る
に
共
累
進
税
率
は
左

の
如
く

で
あ
る
。

尋
.
.
.

・

(4)($)(2)(1)

超

過
.
所
.
子

額

年
入
朱
々
超
え

一
割
以
下

の
金
.額

年

一」割
な
超
え

二
割
以
下

の
金
額

年
二
割
葎
超
え

三
割
以
下

の
金
額

筆
・三
割

か
超
ゆ
る
金
額
、

時
事

問
題

、
超
迅
所
得
醗
論

原

案
.

百
分

の

一

百
分

の
三

百
分

の
六

百
分
の
十

修
正
案

百
分

の
二

百
分
の
四
.

百
分
の

、八

百
分
の
+
五

第
十

ド
巻

(第

二
號

.】
C
七
}

二
五

七

、

・



'
.

.

μ

轟

、

時
事
問
題

超
過
所
得
税
論
.

第
十

一
巻

(第
二
號

」
○
八
)

二
五
入

,

此
表

に
依
て
観
れ
ば
衆
議
院
修

正
案
即
ち
第
四
ナ
三
議
會
に
於
け
る
政
府
案

は
、
第
四
十

二
議
會
に
於
け
る
政

、府
原
案
よ
ゆ
も
非
常
に
進
舟
で
屈

む
ε
謂

は
ね
ば
な
ら
漁
、
然
ら
ば
更

に
進
で
第
西
十
三
議
會
に
於
け
る
政
府
案

の
累
進
税
率
に
て
足
れ
り
や

ε
い
ふ
問
題

が
起

乃
.
之
を
我
国
に
於
け
る
戦
勝
利
得
税
が
二
割
の
比
例
税
率
を
適

用
し
π
る
に
比
較
し
且

つ
外
国
に
於
け
る
戦
時
利
得
撹
が
八
割
に
も
上
っ
た
る
に
対
照
す
る
ε
、
超
過
所
得
税

の

最
.高
然
は
街
之
を
・高
め
て
も
差
支
な

い
や
う
で
あ
る
。

第
四
.
超
過
所
得
税
の
逋
脱
井
に
其
留
保
所

得
税
の
.逋
脱
と
の
關
係

超
過
所
得
税
を
重
く
す
る
ビ
、之
を
浦
脱
せ
ん
ご
す

る
考
が
起

っ
て
來
る
、超
過
所
得
税
は
前
述

べ
た
如
く
法
ム

の
事
業
年
度
駕
於
け
る
利
益
が
彿
込
資
本
金
額
出
費
金
額
井
に
基
金
及
び
積
立
金
の
総
額
に
黝
し
年
百
分
の
.八
.を

超

ゆ
る
ε
き
に
之
に
課
、す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
其
視
を
冤
れ
若
く
は
高
き
累
進
税
率

の
適
用
を
避
け
ん
ε
せ
ぱ
、
.

法
人
所
得
額
を
減
す
る
か
、
彿
込
資
本
額
井
に
積
立
金
を
遣
す
か
、
何
れ
か
の
道
に
出

で

、
来

る
、
そ
こ
で
注
は

.

當
業
者
の
此
の
如
き
浦
脱
な
す
こ
ご
を
豫
想
し
て
之
に
備

べ
・ね
ば
な
ら

澱
、
比
熱
に
就
て
は
留
保
所
得
税
に
關
聯

し
て
考

へ
る
必
要
が
め
る
。

ラ
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
コ
　
　
コ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

1
法
人
の
各
事
業
年
度
に
於
け
る
所
得
額
を
少
ぐ
す
る
方
法
は
種
々
あ
る
ぺ
け
れ
ご
、
會
肚

の
財
産
償
格
を
安

(

'



・

く
見
積
り
て
、
貸
借
封
照
表
の
上
で
ヤ
利
益
を
隠
す
も

一
方
法
で
み
り
吊
原
質
償
却
を
必
要
以
上
に
多
一
宇
を
も

、

亦

一
.方
法
で
あ
る
、
暴
れ
等

の
方
法
は
現
行
法
に
於

で
も
、
多
く
行
は
れ
て
居

る
、・
會
計
士
を
置
い
て
之
を
監
督

す

る
に
あ
ら
ざ
れ
ば
容
易
に
豫
防
す

る
こ
ε
出
来
な

い
。
併

し
乍
ら
他
の
方
面
よ
b
観
察
す
れ
ば
、
此
脱
税
方
法

は
程
度
が
あ
.つ
て
無
限
に
行
は
れ
な

い
.、
財
産
を
除
く
し
叉
は
原
贋
償
却
を
必
要
以
上

に
多

ぐ
じ
た
る
結
果
は
、
.

或
は
預
金
か
ぞ

な
焦

或
は
他
の
形
に
於
け
.・
財
産
が
多
べ
な
り
て
.
.隠
し
得
芸

も
の
が
出
象

る
か
ら
で

あ

る
渦
加

之
隠

れ
た

危
財
産

の
多

く
存

す

る
こ
ε
は
會

計
　の
基
礎

を
固
く
す

る

こ
ご

に
も
な

る
め

で
あ
惹
。

r)
.

●
●
.
●
●
つ
・
●

●
●
■
.O
●
、●
●
●
●

●
.
.
●

2
次

に
挽

込
資
本
金
額
#

に
積
立

金
を
多

く
す

る
の
方

法
に
就

て
は
留
保
所

得

税
の
通
脱

と
併
行
し
若

↑
は
逆

行

くす
る
窪

窪

る
・
佛
込
票

額
多

く
す
る
に
は
・
の
親
椰
の
彿
込
誹

ぜ
な
い
も
の
あ
ら
ば
之
撫

濯
を
さ

　

ヘ

ニ

ヒ
　

ド

く

ロ

く

　

　

　

　

　

す

こ
ご
も

あ
b

づ
ぐ
、
.或
は
増
資
計
書

を
立
て

、
新
株

の
募

集
を
な
窟

こ
ε
も
あ

る

べ
き
で
め
.る
、
此
方

注
は
留

・

ラ

　
　
コ
　な
　
り
　
り

　

保
所
得
税

の
逋
脱

ε
全
然
併
行

し
、

一
翠

に
し
て
両
視

を
浦

脱
す

る
こ

ε
が
出

来

る
。
、
.b
積

立
金
,を
増
資

に
振

り
.

ぐ

　

　

し

　

　

　

替

へ
る
こ
蓬
は
、
留
保
所
得
税
を
這
脱
す
る
方
法
亡
し
て
は
敷
め
る
も
、
超
温
所
得
税
を
這
脱
す
る
方
活

ピ
し
τ

ぽ
何
等
の
敷
が
な

い
、
何
ε
な
れ
ば
超
過
所
得
を
計
算
す

る
に
當
り
て
は
積
立
金
は
携
込
資
本
金
ご
同
様

に
資
本

暑

讐

・
・
か
毛

あ
・
・
の
更
籔

・
婁

翻
多

ギ

郵

麟

・
藏

所
得
磐

適
撃

・
方
法
陰

る
け
れ
こ
も
、
留
保
所
恐
悦
を
多
く
課
せ
ら
る

、
ご

ε
＼
な

る
、
是
れ
超
泄
所
得
税

の
通
脱
璋
留
保
所
得
税

の
逋

脱

ご
が
逆
行
す

亀
所
で
あ
る
。
此
場
合

に
於

て
會
肚
當
局
者
は
何
れ
の
逋
脱
を
重
要
幌
す
る
か
ε
い
ふ
に
煽
.・そ
は

時
事
問
題
.

超
過
所
得
税
論

・

第
十
一
晦

(簾
二
號

「
〇
九
)

一
.
【五
九



時
事
跡
思

経
過
所
得
税
論

'

第
+

一
巻

(
第
二
號

一
一
〇
)

二
夫

Q

留
保
所
得
驚

超
過
所
窺

の
璽

需

低
に
隼

盤

を
決
す
る
・
く

な
ら
う
。
覆

所
得
塞

が
低
謎

失
す
る
ご
き
は
、
盟
保
所
得
を
多
C
す
る
こ
ε
盛
苦
痛
…で
な

い
か
ぢ
、
會
糺肌
當
肩
者
は
可
成
新
に
積
立
金

を
多
ぐ

軍

作
る
や
う
に
な
る
に
蓮
ひ
な
い
・
享

る
箕

留
保
慰

金
額
・
次
・
事
業

度
一

積
立
金
・
形
～

梯
込

旧

某

會

阿
誉

欝

・
超
過
所
箏

決
三

基

礎
・
警

、
讐

す
れ
ば
、
砦

如
・
肇

金
ぞ

奮

・

㈱

從
・
・
栗

霧

嬉

す
・
利
廻
・
減
・
泰

・
、
足
れ
超
過
所
得
撃

讒

す
・
質

で
あ
・
ど

"
反
・
・
、

願

留
保
研
窮

相
嘗

高
慰

註

暫

擦

所
饗

す
・
毎
・
・
高
課

撃

冤
…

缶

來
輩

か
・
、
脱
舳

.

聡

掲

・
以
喜

保
所
得
を
ぞ

せ
・
茎

・
怒

、
・
保
所
箏

暫

ぞ

落

盤

、
難

所
得
・
.
罫

歩
奮

低
く
す
る
こ
畠

沓

・
從
・
超
過
所
欝

を
藤

す
・
・
岳

蛮

。
是
が
故
に
潔

慰

婁

墾

虹

瀞

い
客

ひ
藩

・
暴

風
霧

お

帥
劣

油
駝
謬

防
事

3

蕎

硲

俗

事

菊

馨

所
轄

㈱會

ぬ

ヤ
　

ミ

リ

ヘ

マ

リ
　
へ
　

や

ち
　

も

も

も

ぬ

　

の

め

へ
　

.の簿

辮

髪

鞍

筋
警

ゼ

有　

も
　
箒

藻

暴

掻

誓

曜

霜

露

導

駕

齢

掃

姿

鰹

死
み

＼
な
る
・
是
れ
賢
妻

併

親

譲

妻

を
以
・
放
慢
・
・

醐
・
質

堰
資
熱
を
翻
る
亡
批
難
す
む
所
以
で
あ
る
、
余
輩
の
見

る
所
を
以
て
す
る
に
、
多
少
そ
の
傾
向
を
見

る
で
あ
ら
う
.

螂

蚕

馨

…

が
如
・
響

杓
子
・
馨

狂
奔
す
多

・
　

も
の
で
・
・
、、
.
そ

こ

は
・
ら
制
限
・
・

棚

.

.る
・
笙

の
制
限
財

界
に
於
け
る
不
景
気
の
場
合
で
あ
み
、
否

鍛

の
讐

は
、
智

肇

の
嚢

に
摩

る
.
.
・

●



、

、

謝

ぎ

、
藻

青

新
肇

龍
宮
す
・
も
.株
主
は
却
・
之
を
畿

現
ず
・
・
{

蕊

で
毒

か
ら
う
.轡

大
株
主
が
金
融
の
梗
塞
F
際
し
豆
類
の
梯
込
を
命
せ
ら
る
.、
こ
嘘
を
豫
想
す

る
場
合
に
於
て
然
b
ピ
す
方

、
第
二

の
糊
張
は
▼増
資
、に
依
て
醍
當
隼
を
著
し
く
減

じ
、
爲
に
株
券

の
傾
を
低
落
せ
し
む

る
撰
あ
る
場
合
で
あ
る
、
此
の
.

如
き
場
合
に
増
資
を
断
行
す

る
鳳
、
そ

れ
こ
そ
會
肚
の
経
世
を
腕
橈
の
目
的
の
爲
に
犠
牲
に
す
る
こ
ξ

な
る
ぺ
.

凡

念
肚
當
局
者
が
責
任
を
忘

廃

る
無
謀
の
零
ご
謂
は
ね
ば
な
ら

ぬ
、
少
し
《
理
性

に
富
み
、
責
任
観
念
の
強

き
當
局
者
あ
ら
播

資
姦

て
す

る
・
ε
な
か
ら
う
。
第
三
の
制
限
は
増
資
す
る
も
睨
視
の
程
度
極

て
少
き
場
合

で
宏

、
豊

傘
を
擁
す

・
・
嘉

彿
込
資
本
金
額
の
牟

に
達
菩

姦

牲

専

て
は
、
留
保
所
得
税
は
募

七
・五
の
視
拳
で
課
せ
ら

る
鳶

過
畜

の
で
、
現
行
法
の
下
に
於
け
る
視
牽
ε
異
ら
ぬ
、

此
の
如
や

増
資
七
て
.

も
、
留
保
所
得
税
の
率
が
百
分
の
七
.五
は
り
下
る
こ
ご
な
い
ε
す
れ
ば
留
保
所
得
税
通
脱
の

目
角
を
達
す
る
ご

ざ
蹴
來
譲
、
只
超
過
所
得
税
の
負
婚
セ
多
少
輕
く
す
乃
こ
ε
が
出
來

乃
か
ら
僅
少
な
る
脱
税

が
出
来
る
ご
も
炉
.へ

る
。
併
し
乍
ら
曾
耐
當
局
巻

は
軍
に
僅
少
な
る
超
渦
所
得
挽
を
撞
脱
す

み
が
爲
に
増
資

し
て
他
方
に
於
け
る
利
益
、

配
當
牽
を
減
少
す
る
の
策

に
出
で
嫁

い
で
あ
ら
う
、
此
め
如
き
場
合

に
於

て
は
會
肚
當
層
者
は
寧
ろ
新
に
留
保
所

得
を
増
す

の
方
針
を
探

る
に
相
違
な
い
,、
蓋
し
留
保
所
得
を
増
す
も
盟
保
所
得
税
の
視
牽
を
増
す
こ
ξ

＼
な
ら
澱

か
ら
重
視
を
償

ふ
虞
潅
謎
に
加

へ
て
表

の

事
業
年
度
よ
り

超
過
所
得
税
を

軽
く
す

る
こ
ご
が

出
來
.る
か
ら
で
あ
「

嘆

此
く
七
看

立
金
が
楚

集

金
拳

君

上
を
馨

る
還

る
噂
、
饗

す
る
・
ぶ

睨
視
の
響

岩

題

畢

藩

儒

親
恥

・
.
.

隼

】巻
h」
望

槻

=
「一)
.
二
六
一
・

噛



ノ

時
事
彫
題
.

超
過
所
得
暁
論

.

第
ナ

}
巻

(第

二
號
.
二

三

二
六
二

馬

.利
募

る
、
庭
が
前
述

べ
」た
る
響

増
資
は
外
界
の
擦
骨

も
支
配
せ
乱

舞

で
岳

來
逢

隈
ら
票

ら
、

積
立
金
を
粛
資
に
振
賛

み
の
方
法
を
探
る
老

に
な
ら
　
、
.以
上
論
ず
る
所
に
依
て
之
を
観
れ
ば
・
励
雰

鯉

　
　　

ゆ
　

も

し

や

も

も

セ

じ

も

し

や

も

や

う

じ

ロ

し

い

サ

　

し

し

　

り

も

も

も

マ

カ

し

カ

　

ら

も

も

セ

へ

る

し

も

り

カ

毛
す
る
増
資
は
、
蓼

金
製

梯
餐

本
金
額
の
孚
以
上
に
達
し
た
る
會
婁

於
て
初
て
之
を
見
る
べ
き
あ

イ
、

ら
ヵ
　

ゆ
　

ヤ

セ

ら

ヤ

う

も

セ

へ

む

む

　

つ

　

　

　

つ

む

　

む

む

　

　

つ

ヴ

む

　

　

・み
る
ざ
謂
は
ね
ば
な
ら
の
。
.所
が
積
立
金
額
が
携
込
資
本
額

の
牢
似
よ
に
達
す

ろ
は
、
.必
ず
し
も
容
易
で
な

い
、

　

　
　

も

ぬ
　

も

コ

も

も

つ

セ

じ

マ

ゆ

も

マ

コ

へ

も

た

コ

ヤ

ら

カ

も

そ
れ
に
は
二
の
前
…提
が
あ
る
、
・第

「
は
設
立
後
相
當
の
年
月
を
脛
た
.る
略
の
で
な
け
れ
ば
な
あ

諏
、
設
立
後
徽
年

の

り

　

コ

し

に
於

で
此

の
如
き
亘
額

の
積
立
金
を
積
む
こ
ピ
は
殆
ご
絶
対
不
可
能
で
あ

る
か
ら

で
あ
る
、
第
二
の
前
提
は
職
階

ヵ

も

も

も

う

も

も

も

サ

も

ミ

ヵ

り

も

あ

も

ヘ

カ

も

マ
　

う

ヘ

カ

ピ

ヘ

ヤ

や

若
く
は
戦
前
仁
於
て
莫
大
の
利
益
を
得
た
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
、
戦
時
戦
前
に
於
て
莫
大
な

る
利
益
を
塁

、・ザ
穴
む
の
で
な
け
れ
ば
豆
類
の
積
立
金
を
な
す

の
醗
裕
が
な
い
.か
ら

で
あ

る
。
、我
國
會
耐
頗

る
多
し
ε
錐

こ
も
此

の
和
ぎ
前
提
係
件
を
具
ふ
る
も
の
は
比
較
的
少

い
の
で
書

、
、思
ふ
に
今
日
に
於
て
脱
税
の
爲
の
増
資
を
最
も
熱

望
す
ム
者
は
積
立
金
を
擁
す

る
こ
ご
携
込
資
本
金
を
過
ぐ
る
會
肚
で
あ
ら
う
、
所
が
此
の
如
き
會
肚
は
前
述
の
前

提
條
件
が
愈
・
瑳

を
高
む
る
が
啓

、
.其
警

寡

少
毎

・
の
で
書

、
即
ち
繊
維
工
業

海
運
業
.
.造
船

.

.業
、
.銀
行
業
を
警
む
態
設
曾
肚
の
中

に
存

し
其
藪
+
四
五
に
達
す
る
の
み
で
あ
る
、
是
等
の
會
祉
拭
積
立
金
を
資

ヘ

ヤ

あ

り

マ

ヨ

へ

本
に
振
替
ふ
る
の
形
.式
を
探

る
で
あ
ら
う
.
暴
れ
現
に
宜
興
れ
人
の
目
撃
す
る
所
で
あ
る
、
併

し
こ
.は
我
国
會
肚
中

　

も

ロ

ヤ

ヵ

も

カ

セ

も

マ

ヘ

ヤ

り

ち

も

も
　

ぼ

も

へ

も

や

も

も

ヤ

も

セ

も

し

や

し

も

も

も

あ

も

比
較
葡
少
き
例
に
島
す
る
も
の
で
あ

る
、
決
し
て
之
を
以
て
普
遍
的
に
概
括
す

べ
き
で
な

い
、㌧
夫

の
所
得
税
改
正
.
.

案
が
粛
資
姦

盗

肚
の
基
礎
を
猛
ふ
し
無
省
の
馨

暑

を
馨

に
す
み
も
の
で
あ
る
嘉

す
る
が
如
き
賦
、
第

「



曜

、

一
に
、
.例
外
酌
現
象
を

一
般
的
現
象
で
あ
る
ご
誇
張
し
て
、
實
情
を
誤
り
、
第
二
に
積
立
金
の
多
き
に
苦
む
會
舐

り

が
名
奮
増
資

に
借

て
之
を
慮
分
し
労
々
睨
視
を
な
さ
ん
ε
す
る
も
の
を
指
し
て
、
.會
肚

の
.基
礎
を
危
く
す

る
ε
睡

・津
、
以
て
實
情
護

る
も
の
ε
謂
は
ね
ば
な
ら
塊

之
を
要
す
む
に
禽
輩
は
超
過
所
得
税

ぎ
留
保
所
得
税
ε
が
併
行
し
て
増
資
を
煽
り
脱
税
を
謀
る
の
勢
を
作

る
こ

ご
を
認
む
る
も
の
な
れ
ざ
も
、
そ
は
反
封
論
者
の
論
ず
る
が
如
く
廣
汎

に
行
は
る
.、
も
の
で
な
く
、
そ
れ
に
は
自

ら
剃
限
が
わ
b
、
又
そ
が
會
肚

の
基
礎
を
危
べ
.し
無
辜
な
る
中
流
風
下
の
投
資
者
を
犠
牲

に
す

る
も
の
ど
速
断
し

得
ざ
る
こ
ご
を
信
ぜ
ん
ご
す
る
も
の
で
あ
る
。

、

、

.

・
,

・

,
.

箆

五
.

結

、

論

以
上
説
く
所
に
依
て
之
を
魏
れ
ば
湘
超
過
所
得
税
は
普
蓮

の
場
合
に
普
通

の
企
業
の
得
肉
春
所
得
に
超
過
す
ゐ

額
を
超
過
所
襟
ピ
七
て
之
に
課
す

る
も
の
で
φ
る
、
、超
過
所
得
を
分
析
す
れ
ば
、
種
々
め
も
あ

は
あ

る
け
れ
ご
も
、

其
主
要
な
る

も
の
は
凋
占
利
得
や
煮
魚
利
得

で
あ
る
、
然

る
に
凋
占
利
得

に
し
て
も
景
気
利
得

に
し
て
も
、
皆
人

め
努
か
に
依
ら
す

し
て
偶
然

に
得
べ
き
所
得
で
あ
っ
て
、
不
勢
利
得
.
偶
然
利
得
の
性
質
を
帯
び

て
居

る
、
.從

て

人
な
る
澹
税
力
を
有
す
、
之
に
重
く
税
す
る
は
課
楊
理
論
の
要
求
す
る
所
で
み

る
電
請
眩
ね
ば
.な
ら
海
馬
、q然
る
に

留
保
所
得
挽

に
於
て
も
配
當
金
綜
合
課
税
に
於
て
も
超
渦
所
得
を
正
常
所
得
ビ
匠
別
し
で
重

て
挽
し
て
居
ら

搬
、、

時
事
問
題

超
過
所
褐
税
論

、
.

第
+
一
巻

(第
二
脱

臼
一三
)

一
.
一六
三
・

同



.

」

壁
場
面
題

超
邁
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税
爺

・

第
十
一
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二
號

=

四
)

二
六
四

.

.

歓
に
超
温
所
得
税
を
起

し
て
留
保
所
得
税
に
勤
立
せ
し
め
又
配
當
金
線
合
課
税
井

に
配
當
所
得
税

に
対
立
ぜ

し
め

て
も
、
決
し
て
資
質
前
二
重
「視
を
な
す
も
の
で
な

い
譜
此
く
七
て
、
初
て
超
過
所
得
を
重
く
税

ず
る
こ
.ε
を
得
て
」

課
税
理
論
の
要
求
を
充
た
す
一
.
ξ

が
出
來
る
の
で
あ
る
、
堀
江
博
士
の
如
ざ
之
を
以
て
二
重
視
で
あ
る
毛

課
税

の
理
論
に
反
す
る
ご
論
憧
ら

為

・
は
眞
に
何
の
意
π
る
を
解
す
る
.こ
ε
出
來
戯
。

今
口
の
瀧
會
に
於
て
は
不
勢
利
得
偶
然
利
得
を
織
る
者
愈
グ
多
く
富
の
分
配
は
愈
不
雫
等
蓬
な
り
て
吊
民
衆
の

不
雫
は
其
極

に
、達
せ
ん
ε
し
て
屠

る
」
此
時
に
際
し
其
不
勢
利
得
、
偶
然
利
得

に
重
く
課

し
て
、
肚
.會
の
.正
義
を

維
持
し
以
て
民
心
の
動
揺
を
安
定
す
る
は
當
今
の
園
務
に
於
て
最
も
緊
切
な
る
こ
`
に
周
す
、此
く
観
じ
來
れ
ば
、

超
過
所
得
税
は
現
借
に
於
断
る
正
義
の
要
求
を
具
髄
化
し
た
る

一
典
型
犀
見
る
こ
ピ
が
出
来
る
。

'
.

超
過
所
得
税
は
戦
時
所
得
税
ご
美
形
を
異

に
し
て
精
神
を
同
じ
一
し
て
居
る
庵

の
で
あ

る
、
.戦
時
利
得
税
は
職
.

時

の
嚢

瀾
に
乗
じ
て
、ネ

勢
利
得
偶
然
利
得
を
得
砦

も
の
に
謝
し
て
、
重

視

を
課
し
た
ω
で
あ
る
、
.庵

れ

.

が
現
代
正
義
の
要
求
で
あ

っ
た
.
戦

時
利
得
挽
は
滅
び
た
が
現
代
の
正
義
は
滅

び
な

Ψ
、
故

に
又
超
過
所
得
税
ε

な

っ
て
生
れ
て
水
売
の
で
あ
.る
馬
堀
紅
博
士
の
如
ざ
は
、
超
過
所
得
税
ε
戦
時
利
得
税
の
形
式

の
異
同

に
拘
泥
し

℃
超
過
所
得
税
の
精
瀞
を
探
索
せ
ら
れ
撮
、
博
士
の
爲
に
憎
ま
ざ
る
を
得
な

い
鐸
で
あ
る
。

㍑
超
過
所
得
税
が
會
肚
の
基
礎
を
危
ぐ
し
、
延
て
財
界
を
脅
威
す
ポ
ε
の
説
の
知
合
は
、皆
誇
張
の
育
で
あ
る
、超

●

逼
覆

視
が
凋
右
利
鍾

凧
氣
利
得

課
す
る
も
毟

る
封
土
は
、
.會
肱
の
覆

を
根
松
よ
養

す
も
め
ε
.嫁

.、

.

・



ご
出
來
鳳
、
共
之
を
通
脱
せ
ん
が
爲
に
増
資
熱
を
煽

る
こ
ぜ
な

い
で
は
な

い
が
、
そ
れ
に
も
自
ら
制
限
が
あ
る
、

映

し
て
廣
汎

に
行
は
ミ

も
の
で
な
い
.
而
七
て
假
冷
増
資
が
響

行
は
ゐ
、
ε
す

る
も
、
會
肚
の
基
礎
を
危
《
.
.

.

し
無
　畢
な

る
株
主
を
犠
牲

に
す

る
や
う

の

こ
耳
は
な

い
か
ε
思

ふ
。

若
し
夫
れ
超
過
所
得
課
税
の
馨

呈

て
は
八
朱
利
廻
復

藷

霧

啓

す
、
は
現

今
薬

イ
少
し
く
酷

に
過
ピ
ざ
る

か
の
威
〔な
き
を
得
な

い
。
累
進
税
牽
は
㈲
之
を
{口回
む
る
も
差
支
な
し
ε
信
ず
る
、
熬

れ
ご
あ
是
れ
根

本
主
義

の
周
題
で
な
い
、
、「之
が
欝

め
に
超
渦
所
得
税
そ
の
も
の
を
非
議
す
る
こ
ε
出
来
.ぬ
、
思
ふ
に
超
過
所
得
税

の
精
神
は
我
税
法
に
深
い
楓
隷
を
箕
ざ
今
ポ

り
後
、
次
第

に
獲
達
し
て
枝
葉

の
黙
の
不
備
な
る
も

の
に
改
善
を
加

.

へ
愈

々
完
美
の
域
に
淫
す

お
で
あ
ら
う
、
,香
盒
は
超
逞
所
得
税
が
比
し
獲
遽
じ

て
行
く
こ
ξ
を
切
望
し
て
己
ま

n

次
第
で
む
る
。
.

』
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論
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